
 
 
 

令 和 3 年 3 月 1 6 日 

水管理・国土保全局河川計画課 

 

 

「SDGs水関連目標実施に関する国連ハイレベル会議」開催 
～水関連のSDGs目標達成に向けた取組について議論されます～ 

 
３月１８日（木）に国連総会議長が主催する「SDGs 水関連目標実施に関する国連ハイレベル

会議」が Web 会議形式で開催され、日本政府の代表として、赤羽国土交通大臣が参加しま

す。 

 

１． 会議の概要 
会議では、国連加盟国の代表者が、「水関連の SDGs 目標の達成に向けた緊急行動と

新型コロナウイルス感染症からの持続可能な回復」をテーマに議論します。また、その成

果は 2023 年の「国連水の行動 10 年中間評価会議」での議論へ反映されることが期待さ

れています。我が国からは、日本政府の代表として、赤羽一嘉国土交通大臣が本会議に

参加し、日本の取組をビデオメッセージで発信する予定です。 

 

・主催者：   国連総会議長 
・日時  ： 3 月 18 日(木) 23:00～翌 19 日（金）9:00 （日本時間） 
・形式  ： Web 会議形式 
          以下の URL において、ライブで視聴することが可能です。 

            http://webtv.un.org/live 
・出席者  ：  元首・首脳級 10 か国、大臣級 70 か国前後 等 

 
２．日本からの出席者 

・赤羽一嘉 国土交通大臣 
 
 
 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

水管理・国土保全局 河川計画課 国際室 古本・北川（内線35-343,35-354） 

（代表）03-5253-8111 （直通）03-5253-8444 （FAX）：03-5253-1602 



 

（別紙１） 

 

SDGs 水関連目標実施に関する国連ハイレベル会議 

（General Assembly: High-Level Meeting on Water.）概要 

 主催： 国連総会議長 

 日時： 令和 3 年 3 月 18 日（木）～19 日（金） 

 目的： SDGs のうち水関連の目標の実施を促進するため、教訓や好事例 

を共有し、目標とのギャップと障害を特定するとともに、資源の動員 

と投資強化の緊急性や協力等を議論 

 構成：   （時間はいずれも日本時間） 

１） オープニングセッション（3/18 23:00-翌 0:00） 

 

２）本会議（3/19 0:00-4:00）  

※赤羽大臣のビデオメッセージは 1：00-3：00 の予定 

 

３）テーマ別会合１（3/19 4:00-5:30） 

テーマ：データ・情報、統治 

 

４）テーマ別会合２（3/19 5:30-7:00） 

テーマ：財政、イノベーション、能力開発 

 

５）本会議（続き）（3/19 7:00-8:50） 

 

６）クロージングセッション （3/19 8:50-9:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 



（別紙２） 

 

国連 持続可能な開発目標 （SDGs 2015-2030） 主な水関連目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 

 

 

Goal 1: あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 
・Target 1.5： 2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、気候

変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に対する

暴露や脆弱性を軽減する 

 

 
Goal 6: すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

・Target 6.1： 2030 年までに、すべての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ平等なアクセスを

達成する 
・Target 6.2： 2030 年までに、すべての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達

成し、野外での排泄をなくす。女性及び女子、ならびに脆弱な立場にある人々のニーズに

特に注意を向ける 
・Target 6.3： 2030 年までに、汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物質や物質の放出の最小化、未処

理の排水の割合半減及び再生利用と、安全な再利用を世界的規模で大幅に増加させる

ことにより、水質を改善する 
・Target 6.4： 2030 年までに、全セクターにおいて水の利用効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採

取及び 供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少

させる 
・Target 6.5： 2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を

実施する 
・Target 6.6： 2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保

護・回復を行う 

 

 
Goal 11： 包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

・Target 11.5：2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連

災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的

経済損失を大幅に減らす 

 

 
Goal 13： 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

・Target 13.1：すべての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエンス）及び適

応の能力を強化する 


